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Hart-Scott-Rodino法（HSR法）に基づく届出基準額の今年度の改定が公表された。新たな届出基準
額は、連邦官報（Federal Register）への掲載日から30日後に発効し、同日以降にクロージングす
る全ての取引に適用されることになる。

一般的に、HSR法に基づく合併事前届出は、取引額が所定の基準額に達し（取引規模基準（Size-of-
Transaction test））、かつ、当事者の規模が所定の基準を満たし（当事者規模基準（Size-of-
Person test））、さらに法定の適用除外事由に該当しない場合に必要となる。HSR法に基づき、連
邦取引委員会は、国民総生産の変化を踏まえて管轄権が及ぶ基準額を毎年更新することを義務付け
られている。

改定後の基準額改定後の基準額

取引額が133.9百万ドル以下の場合は報告対象外。

取引額が133.9百万ドル超535.5百万ドル未満の場合は、当事者規模基準を満たす場合に報告対象
となる。

一般的に、当事者規模基準は、以下の両方を満たす場合に充足される。

規模の大きい方の取引当事者の総資産または年間純売上高が267.8百万ドル以上

規模の小さい方の取引当事者の総資産または年間純売上高が26.8百万ドル以上

当事者規模基準には、各取引において考慮する必要のある詳細な規則が存在する。例えば、
規模の小さい方の取引当事者が被買収者であり、製造業に従事していない場合、当該基準
は、当該当事者の総資産が26.8百万ドル以上であるか、または、年間純売上高が267.8百万
ドル以上である場合にのみ充足される。

取引額が535.5百万ドル以上の場合は、適用除外事由に該当しない限り、当事者の規模に関わ
らず報告対象となる。
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基準 2025年度基準額（米ドル） 改定後2026年度基準額（米ド

ル）

取引規模基準（Size-of-

Transaction test）

当事者規模基準についても満

たされる場合に、（適用除外

事由に該当しない限り）届出

義務が発生する最低取引金

額。

> 126.4百万ドル > 133.9百万ドル

当事者規模基準（Size-of-

Person test）

当該基準の充足には、一方当

事者が「大規模基準」を満た

し、他方当事者が「小規模基

準」を満たす必要がある。

一方当事者が、少なくとも

252.9百万ドルの資産または年

間純売上高を有する（大規模

基準）

かつ

他方当事者が、少なくとも

25.3百万ドルの資産または年

間純売上高を有する。ただ

し、被買収者が製造業を営ん

でいる場合は、少なくとも

25.3百万ドルの資産または

252.9百万ドルの年間純売上高

を有する（小規模基準）

一方当事者が、少なくとも

267.8百万ドルの資産または

年間純売上高を有する（大規

模基準）

かつ

他方当事者が、少なくとも

26.8百万ドルの資産または年

間純売上高を有する。ただ

し、被買収者が製造業を営ん

でいる場合は、少なくとも

26.8百万ドルの資産または

267.8百万ドルの年間純売上

高を有する（小規模基準）

当事者規模基準が不適用とな

る取引規模の基準
> 505.8百万ドル > 535.5百万ドル

申請手数料申請手数料

2023年包括歳出法（2023 Consolidated Appropriations Act）に基づき、労働省が算定した消費者
物価指数の上昇率と同率で、連邦取引委員会によりHSR法に基づく申請手数料が改定された。改定
後の申請手数料は以下のとおり。

 

改定後の取引規模基準額（米ドル） 改定後の申請手数料（米ドル）

189.6百万ドル未満 35,000ドル
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189.6百万ドル以上586.9百万ドル未満 110,000ドル

586.9百万ドル以上11.74億ドル未満 275,000ドル

11.74億ドル以上23.47億ドル未満 440,000ドル

23.47億ドル以上58.69億ドル未満 875,000ドル

58.69億ドル以上 2,460,000ドル

まとめまとめ

HSR法により、議決権付き証券、非法人持分または資産の売買取引を行う当事者は、合併前届出書
を連邦取引委員会および米国司法省反トラスト局に提出することが義務付けられている。HSR法に
基づく届出においては、金額評価や適用除外に関する複雑な規則が存在し、かかる規則は定期的に
変更されているところであるが、HSR法に違反した場合、重大な罰則が科せられるおそれがある。
取引当事者は、取引が届出対象となるかどうかを判断し、規制に関連するリスクを精査するため、
可能な限り早期の段階でHSR届出を専門とする弁護士に相談する必要がある。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲
載されています。
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